
15 広報おおず 2020年 2月号

Information pick up

が
ん
ば
ろ
う
！
大
洲

第
37
回 

大
洲
市
健
康
マ
ラ
ソ
ン
大
会

　

今
回
で
37
回
目
と
な
る
大
洲
市
健
康

マ
ラ
ソ
ン
大
会
を
開
催
し
ま
す
。
寒
さ

に
負
け
ず
、
健
康
を
保
つ
た
め
に
も
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
日　

時
】
２
月
23
日
㈰

※
雨
天
・
荒
天
の
場
合
は
中
止

▽
受　

付

　

午
前
８
時
30
分
〜
９
時
10
分

▽
開
会
式　
　

午
前
９
時
20
分
〜

▽
ス
タ
ー
ト　

午
前
10
時
〜

【
場　

所
】

▽
受
付
、
開
会
式
・
閉
会
式

　

喜
多
小
学
校

▽
折
り
返
し
コ
ー
ス

　

若
宮
堤
防

【
参
加
資
格
】

大
洲
市
に
居
住
ま
た
は
、
通
勤
・
通
学

し
て
い
る
健
康
な
人

【
競
技
部
門
】
左
表
の
と
お
り

【
申
込
期
限
】
２
月
12
日
㈬

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】

大
洲
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

（
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
内
）

☎
㉔
１
７
３
４　

℻
㉓
５
７
６
０

部　門 距離

ファミリーコース
（小学 3 年生以下は保護者
同伴とする） １.5㎞

60歳以上の部

小学生の部
（4 年生以上各学年男女別）2.0㎞

中学生の部（各学年男女別）

3.0㎞高校生女子の部

一般女子の部

高校生男子の部
4.0㎞

一般男子の部

競 技 部 門

　市内各地で人権・同和教育を推進しているみ
なさんの実践報告および研究協議のため、標記
研究大会を開催します。本大会では、差別の現
実から深く学び、部落差別解消推進法の具現化
を目指すため、次のとおり講演会を開催します。
　参加費は無料で、どなたでも参加できます。

【日　時】 2 月１4日㈮
午後 １ 時１0分～午後 2 時40分
【場　所】
国立大洲青少年交流の家
2 階大ホール
【講　師】石元　清

きよ

英
ひで

　先生
（一般社団法人ひょうご部落解放・人権研究所所長）
【演　題】部落問題の現在（いま）を考える

【問い合わせ先】
人権啓発課人権啓発係　☎24－１746

　人類史上初めて「ブラックホールシャドウ」の
撮影に成功し、多大な貢献をした国立天文台の
阪本成

せい

一
いち

教授をお迎えして講演会を開催します。
子どもから大人まで楽しめる宇宙のお話です。
　入場は無料です。みなさんのご来場をお待ち
しています。

【日　時】 2 月 8 日㈯
午後 １ 時～　※開場：正午
【場　所】大洲市総合福祉セ
ンター　 4 階多目的ホール
【テーマ】宇宙への挑戦
～星と惑星の誕生、銀河の進化、ブラックホール～
【主　催】大洲市教育委員会
【共　催】伊方町教育委員会
【後　援】自然科学研究機構 国立天文台、四国天
文協会、えひめ星空キャラバン隊、愛媛理科の会

【問い合わせ先】
文化スポーツ課文化振興係　☎57－9993

大洲市人権・同和教育研究大会講演会 「宇宙講演会・大洲市」を開催します

講師　阪本成一　教授



道
路
通
行
制
限
の
お
知
ら
せ

市
内
す
べ
て
の
簡
易
水
道
事
業
を

上
水
道
事
業
に
統
合
し
ま
す

　

街
路
若
宮
東
大
洲
線
に
つ
い
て
、
道

路
改
良
工
事
の
た
め
、
次
の
と
お
り
通

行
制
限
を
行
い
ま
す
。

【
路
線
名
】

街
路
若
宮
東
大
洲
線（
市
道
大
洲
徳
森
線
）

【
制
限
区
間
】
約
２
７
０
メ
ー
ト
ル

【
制
限
期
間
】

１
月
20
日
㈪
〜
３
月
25
日
㈬

【
制
限
の
程
度
】

▽
終
日
車
両
通
行
止
め

▽
歩
行
者
は
通
行
可
能

【
問
い
合
わ
せ
先
】

都
市
整
備
課
都
市
計
画
係

☎
㉔
１
７
１
９

　

現
在
、
大
洲
市
の
水
道
事
業
は
、
上

水
道
事
業
、
簡
易
水
道
事
業
、
飲
料
水

供
給
施
設
事
業
、
共
同
給
水
施
設
事
業

に
よ
り
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

簡
易
水
道
施
設
は
山
間
部
を
中
心
に

14
施
設
あ
り
ま
す
が
、
経
営
基
盤
が
脆ぜ
い

弱じ
ゃ
く

な
こ
と
か
ら
、
効
率
的
な
経
営
体
制

の
確
立
を
図
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

「
安
心
・
安
全
な
水
の
安
定
し
た
供
給
」

を
目
的
と
し
て
、
財
政
基
盤
の
強
化
を

図
る
た
め
に
上
水
道
事
業
と
の
統
合
を

決
定
し
、
統
合
に
向
け
た
管
理
体
制
整

備
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
令
和
２
年
４
月
１
日
を

も
っ
て
、
簡
易
水
道
事
業
を
上
水
道
事

業
に
統
合
し
ま
す
。
事
業
統
合
後
の
水

道
料
金
は
現
行
の
ま
ま
据
え
置
き
、
改

定
は
あ
り
ま
せ
ん
（
た
だ
し
、
田
処
・

有
久
保
・
豊
茂
地
区
は
除
く
）。

　

な
お
、
飲
料
水
供
給
施
設
事
業
、
共

同
給
水
施
設
事
業
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
ど
お
り
の
運
営
と
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

水
道
課
管
理
係　

☎
㉔
３
７
５
３

　被災者生活再建支援制度は、平成30年 7 月豪
雨で被災した人の生活再建を支援する制度です。
居住する住宅の被害に応じた「基礎支援金」お
よび住宅の再建方法に応じた「加算支援金」が
支給されます。また、県・市独自の「特別支援金」
が別途支給されます。
　支援金の申請期限が近づいていますので、該
当する人は、申請の有無をご確認のうえ、お早
めに手続きをお願いします。

【被災者生活再建支援法に基づく支援金申請】
▽基礎支援金　令和 2年 3月31日㈫まで
▽加算支援金　令和 3 年 8 月 4 日㈬まで
【県・市独自の特別支援金申請】
　　　　　　　令和 2年 3月31日㈫まで

※ 対象者や支給額など、詳しくは、市公式ホー
ムページをご確認ください。

【問い合わせ先】
社会福祉課障がい福祉係　☎24－１758

【利用者のみなさんへ】
　取扱店舗での商品券の使用期限は、 2 月29日㈯
です。未使用の商品券をお持ちの場合は、忘れず
に、ご利用いただきますようお願いします。
※使用期限を過ぎた商品券は使えません。
※未使用商品券の返金はできません。
【取扱店舗のみなさんへ】
　各店舗で使用された商品券の換金申請期限は、
3 月10日㈫です。期限内に換金取次窓口で申請
手続きを行ってください。
※換金期限を過ぎた申請の受け付けは行いません。

【問い合わせ先】
商工産業課商工振興係　☎24－１722

おおずプレミアム付商品券の
有効期限が迫っています

被災者生活再建支援制度の
受付期限が近づいています

大洲市
総合体育館

大洲農業
高等学校

四国電力
大洲営業所

ザ・ダイソー

フレッシュ
バリュー

大洲中央病院

制限区間

至宇和島

至松山→

→

231
56
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【これまでの行財政改革の取り組み】
　市町村合併以来、経費削減などの経営改善に取り組んでいます。
▽職員数を見直し、人件費を削減
▽隔月検針の実施による委託料などを削減
▽ 5 ％以上の企業債を繰り上げ償還し、低利の企業債に借り換え利子負担を大幅に軽減
▽下水道料金の事務受託収入の確保
▽水道使用料金の改定

　減免措置などの理由により、平成30年度は営業収益が著しく減少しましたが、前年度に引き続き黒字決
算とすることができました。しかしながら、管路をはじめとする水道施設の老朽化や耐震性の不足といっ
た課題に直面していて、今後もさらに厳しい経営状況が続く見込みです。
　将来にわたり安全な水の安定供給を維持していくために、次年度以降も経営状況を徹底して見直し一層
の経費削減に努めますので、水道事業に対するみなさんのご理解をお願いします。

【問い合わせ先】水道課管理係　☎24－3753

　水道事業は、水道料金を主な収入源として、独立採算を原則とする企業会計により経営しています。
　平成30年度水道事業会計の決算概要をお知らせします。

平成30年度大洲市水道事業会計の決算の概要

収入総額 
5 億2,743万円

支出総額 
8 億8,833万円

補償金 1億6,242万円

企業債
2億 210万円

補助金 1億5,743万円

損益勘定留保資金等
4億 880万円

企業債償還金
3億45万円

建設改良費
5億8,788万円

支
出

負担金 548万円

（翌年度
繰越工事資金
4,790万円）

収
入

収入総額 
8 億8,052万円

支出総額 
8 億5,804万円

支 

出
収 

入

営業費用
7億6,730万円

営業外費用
6,887万円

営業収益
7億1,318万円

営業外収益
1億6,734万円

特別損失損失
2,187万円

当年度純利益
2,248万円

【資本的収支】
（水道施設を建設改良するための収支）
　資本的収支では、建設改良事業を実施しま
した。老朽化した水道管や施設の更新事業が
主なものですが、そのほかに公共下水道の整
備に伴う水道管の布設替え工事や肱川広域河
川改修事業に伴う菅田地区水源移転事業を行
っています。
　これらの財源は、企業債や県補償金、損益
勘定留保資金などです。

【収益的収支】
（水道水を各家庭に届けるための収支）
　本市の水道事業における収入は、平成30年
7 月豪雨災害に伴う減免などを行った結果、
給水収益を含む営業収益が前年度比6.9％の
減となりました。
　一方、支出は、維持管理費や施設の減価償
却費などの増加により費用合計では前年度比
3.0％の増となり、収支差引の結果、2,248万円
の黒字決算となりました。
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市県民税・国民健康保険税の申告をお忘れなく

【
お
願
い
】

▽ 

医
療
費
等
控
除
を
受
け
る
人
や
、

営
業
・
農
業
・
不
動
産
な
ど
の

収
入
が
あ
り
収
支
計
算
が
必
要

な
人
は
、
事
前
に
合
計
額
を
計

算
の
う
え
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▽ 

申
告
が
な
い
と
、
課
税
・
所
得

証
明
書
の
発
行
や
、
国
民
健
康

保
険
税
の
軽
減
措
置
を
適
用
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▽ 

税
務
署
か
ら
確
定
申
告
の
案
内

が
あ
っ
た
人
、
ま
た
所
得
税
の

還
付
を
受
け
る
人
は
、
必
ず
税

務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

書
ま
た
は
控
除
証
明
書
」

⑤ 

生
命
保
険
料
控
除
、
地
震
保
険

料
控
除
の
あ
る
人
は
「
支
払
保

険
料
の
証
明
書
」

⑥ 

医
療
費
等
控
除
を
受
け
る
人
は

「
医
療
費
の
領
収
書
」｢

高
額
療

養
費
、
保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ

れ
た
金
額
の
分
か
る
も
の｣

な
ど

※ 

③
〜
⑥
の
領
収
書
な
ど
は
、
平

成
31
年
・
令
和
元
年
中
に
支
払

っ
た
も
の
に
限
り
ま
す
。

※ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
と
本
人

確
認
書
類
（
番
号
確
認
書
類
・

身
元
確
認
書
類
）
の
提
示
ま
た

は
写
し
の
添
付
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
給
与
以
外
の
所
得
が
あ
っ
た
人

【
申
告
の
必
要
が
な
い
人
】

▽ 

税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告

書
を
提
出
す
る
人

▽ 

給
与
所
得
の
み
で
、
勤
務
先
か

ら
給
与
支
払
報
告
書
が
市
役
所

に
提
出
さ
れ
て
い
る
人

【
申
告
に
必
要
な
も
の
】

①
印
鑑

② 

給
与
・
年
金
収
入
の
あ
る
人
は

「
源
泉
徴
収
票
」

③ 

収
入
や
経
費
の
算
出
に
必
要
な

「
帳
簿
・
明
細
書
・
領
収
書
」な
ど

④ 

社
会
保
険
料
控
除
の
あ
る
人
は

「
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保

険
料
、
国
民
年
金
な
ど
の
領
収

【
申
告
期
間
】

２
月
17
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪

※
土
日
・
祝
日
は
除
く
。

【
申
告
の
必
要
な
人
】

　

令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
、
大

洲
市
に
住
所
が
あ
る
次
の
人
が
対

象
で
す
。

▽ 
平
成
31
年
・
令
和
元
年
中
に
、

営
業
・
農
業
・
不
動
産
・
生
命

保
険
な
ど
の
満
期
金
・
個
人
年

金
・
配
当
金
な
ど
の
収
入
が
あ

っ
た
人

▽ 

給
与
所
得
者
で
次
に
該
当
す
る
人

・ 

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
、
平
成
31

年
・
令
和
元
年
中
に
退
職
し
た
人

で
、
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
人

【問い合わせ先】
税務課市民税係　☎24－１7１１　長浜支所　☎52－１１１１　肱川支所　☎34－23１１　河辺支所　☎39－2１１１

※ 期間中は混み合いますので、お待たせする場合があります。

【本庁管内】
地　区 期　日 受付時間 会　場

大 川 2 月25日㈫ 午前 9 時～午後 3 時 大 川 連 絡 所

菅 田 2 月26日㈬ 午前 9 時～午後 4 時 菅 田 連 絡 所

三 善・八 多 喜 3 月 6 日㈮ 午前 9 時～午後 4 時 八多喜連絡所

上 須 戒 3 月 9 日㈪ 午前 9 時～午後 3 時 上須戒連絡所

新 谷 3 月１0日㈫ 午前 9 時～午後 4 時 新 谷 連 絡 所

柳 沢 3 月１１日㈬ 午前 9 時～午後 3 時 柳 沢 連 絡 所

平 野 3 月１2日㈭ 午前 9 時～午後 4 時 平 野 連 絡 所

地　区 期　日 受付時間 会　場

櫛 生・出 海 　 2 月27日㈭

午前 9 時～午後 4 時

櫛 生 福 祉
セ ン タ ー

大 和・豊 茂 　 2 月28日㈮ 大 和 公 民 館

長 浜・ 沖 浦
喜 多 灘 ★ 3 月 2 日㈪

　   ～ 4 日㈬
長 浜 支 所
１ 階 会 議 室

白滝・柴・戒川 　 3 月 5 日㈭ 白 滝 公 民 館

地　区 期　日 受付時間 会　場

全 域 ★ 2 月１9日㈬
　～2１日㈮ 午前 9 時～午後 4 時 肱 川 支 所

※ ★印の付いている日は、集中日として職員を増員しています。

【長浜支所管内】

【肱川支所管内】

地　区 期　日 受付時間 会　場

全 域 ★ 2 月１8日㈫ 午前 9 時～午後 4 時 河 辺 支 所

【河辺支所管内】

受付期間 相談会場

2 月１7日㈪～ 3 月１6日㈪
午前 9 時～午後 4 時

（土日・祝日を除く）
※ 河辺支所は、 2 月25日、

3 月 2 日、9 日は申告相談
ができませんのでご注意
ください。

本　　庁：別館 3 階第 2 会議室
長浜支所： １ 階会議室
肱川支所： 3 階第 2 会議室
河辺支所： 3 階第 3・第 4 会議室

令和 2年度分市県民税申告相談日程表
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【問い合わせ先】大洲税務署　☎24－3１１5　国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp

大洲税務署からのお知らせ

【確定申告期間】
▽所得税および復興特別所得税
　 2 月１7日㈪～ 3 月１6日㈪
▽贈与税
　 2 月 3 日㈪～ 3 月１6日㈪
▽個人事業者の消費税（地方消費税含む）
　 3 月3１日㈫まで
※ 土日・祝日は、相談および申告書の受け付けは行っ

ていません。

	e-Taxを利用すると　　　　　　　　　　　　　　	
【自宅などからネットで申告】
　税務署に行かなくても、国税庁のホームページの

「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、自
宅などからネット（スマートフォン・パソコン）で
提出（送信）できます。
　また、スマホ専用画面をご利用いただける人の範
囲も広がっています。
【24時間いつでも利用可能】
　メンテナンス時間を除き、いつでも利用可能です。
【還付がスピーディー】
　e-Taxで申告された還付申告は 3 週間程度で処理
しています。
※ 自宅などからe-Taxで １ 月・ 2 月に申告した場合

は、 2 ～ 3 週間程度で処理しています。
【添付書類を提出省略】
　生命保険料控除の証明書などの添付書類は提出不
要です（自宅で保管）。

	e-Taxのご利用には事前に準備が必要です　　　　	
【マイナンバーカード（電子証明書）の取得】
　住民票のある市町村に交付申請し、マイナンバー
カードを取得してください。

　所得税・消費税・贈与税の確定申告書については、
マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写
しの添付が必要ですのでご注意ください。
　また、郵送などによる提出の際には、本人確認書
類の写しの添付をお願いします。
　なお、e-Taxにより申告手続きを行う場合には、本
人確認書類の提示または写しの提出が不要です。
【本人確認書類の例示】
例 １ ：マイナンバーカード
例 2 ：通知カードと運転免許証など

所得税・消費税・贈与税の確定申告は、
正しく、お早めに

マイナンバーの記載について

確定申告は便利なe-Taxで

※ マイナンバーカードの交付に関するご質問につい
ては、住民票のある市町村窓口へお問い合わせく
ださい。

【ICカードリーダライタを用意】
　マイナンバーカードに対応したICカードリーダラ
イタを家電量販店やインターネット販売などでお求
めください。マイナンバーカードに対応したICカー
ドリーダライタは、地方公共団体情報システム機構
が運営する「公的認証サービスポータルサイト」で
ご確認ください。

マイナンバーカードやICカードリーダライタをお
持ちでない人も
【用意するもの】
▽ID（利用者識別番号）▽パスワード（暗証番号）
※ 発行を希望する人は、運転免許証などの本人確認

書類をお持ちのうえ、お近くの税務署にお越しく
ださい。

※ 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」でのみ利用できます。

※ マイナンバーカードおよびICカードリーダライタ
が普及するまでの暫定的な対応です。
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え
ひ
め
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
推
進
員
」
募
集

　

愛
媛
県
が
開
設
し
た
「
え
ひ
め
結
婚

支
援
セ
ン
タ
ー
」
で
は
、
独
身
男
女
の

出
会
い
を
応
援
す
る
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

推
進
員
」
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
イ
ベ

ン
ト
の
お
手
伝
い
を
通
じ
て
、
幸
せ
な

結
婚
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
愛
の
キ
ュ
ー
ピ

ッ
ド
役
と
し
て
活
動
す
る
人
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
推
進
員
の
希

望
者
を
対
象
に
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

の
で
、
興
味
の
あ
る
人
は
、
ぜ
ひ
ご
応

募
く
だ
さ
い

※
事
前
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

※ 

え
ひ
め
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー
は
県
が

開
設
し
た
公
的
機
関
で
あ
り
、
県
か

ら
委
託
を
受
け
た
（
一
社
）
愛
媛
県

法
人
会
連
合
が
運
営
し
て
い
ま
す
。

【
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
推
進
員
と
は
】

　

出
会
い
イ
ベ
ン
ト
参
加
者
の
お
手
伝

い
と
、
そ
こ
で
誕
生
し
た
カ
ッ
プ
ル
の

フ
ォ
ロ
ー
を
行
い
ま
す
。
ま
た
推
進
員

の
中
か
ら
「
愛
結
び
サ
ポ
ー
タ
ー
」
と

し
て
登
録
さ
れ
た
人
は
、
お
見
合
い
事

業
「
愛
結
び
」
で
の
カ
ッ
プ
ル
の
フ
ォ

ロ
ー
を
行
い
ま
す
。

※ 

婚
活
中
の
人
、
婚
活
関
連
業
の
人
は

ご
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

	大洲地区説明会	
【日　時】 2 月１5日㈯　午後 3 時～ 5 時　※受け付け：午後 2 時30分～
【場　所】大洲喜多法人会事務所＜会場番号④＞　（大洲市中村2１0－39　尾張屋ビル 2 階）
【申し込み方法】
氏名・電話番号・会場番号を記入のうえ、メールにて申し込みしてください。
【申し込み先】office@msc-ehime.jp

【問い合わせ先】
えひめ結婚支援センター（松山市大手町 2 丁目 5 番地 7 　松山商工会館　敷地内別館）
☎089（933）5596　℻ 089（947）425１　URL：https://www.msc-ehime.jp

広告代理店を募集します

　大洲市では、市の各種広告媒体に有料広告を掲載して
います。令和 2 年度も次のとおり、広告代理店を募集し
ます。
　広告には掲載できない内容や表現がありますので、詳
しくはお問い合わせください。

【募集期間】 2 月 3 日㈪～28日㈮
【広告種類】窓口用封筒
【封筒規格・数量】
A5サイズ対応封筒約5,000枚およびA4サイズ対応封筒
約35,000枚、またはA4サイズ対応封筒約40,000枚
【募集内容】
上記封筒を製作および無償提供していただける広告代理
店 １ 社

※ 広告主募集は、広告代理店が行ってください。使用期間
は、令和 2 年 9 月から令和 3 年 8 月までの １ 年間です。

広告掲載スペース 広告掲載スペース

広告掲載スペース 広告掲載スペース

掲載位置について
　広告は、封筒の表面積および裏面積の
それぞれ35％未満とします。

裏 表

ふたなしの場合（表裏共通）

広告掲載スペース

【問い合わせ先】　市民生活課戸籍係　☎24－１7１0

20広報おおず 2020年 2月号

おしらせピックアップ



　

国
土
交
通
省
で
は
、
河
川
愛
護
モ
ニ

タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

　

主
な
仕
事
は
、
河
川
管
理
者
（
大
洲

河
川
国
道
事
務
所
）
へ
肱
川
に
関
す
る

情
報
を
伝
え
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。

　

詳
細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

【
活
動
内
容
】

▽ 

日
常
の
生
活
の
中
で
知
り
得
た
肱
川

に
関
す
る
情
報
を
定
期
（
月
１
回
）

ま
た
は
随
時
に
連
絡

▽ 

モ
ニ
タ
ー
会
議
（
意
見
交
換
会
、
年

に
１
回
程
度
）
へ
の
参
加

【
活
動
範
囲
】

▽
肱
川
左
岸
（
河
口
〜
祇
園
大
橋
）

▽
肱
川
右
岸
（
河
口
〜
祇
園
大
橋
）

▽ 

畑
（
祇
園
大
橋
〜
畑
の
前
橋
）・

　

春
賀
（
祇
園
大
橋
〜
生せ
い

々せ
い

橋
）

▽
大
洲
左
岸
（
畑
の
前
橋
〜
冨
士
橋
）

▽ 

大
洲
右
岸
（
生
々
橋
〜
冨
士
橋
）

▽ 

矢
落
川
左
岸

（
生
々
橋
〜
金
刀
比
羅
橋
）

▽ 

矢
落
川
右
岸

（
生
々
橋
〜
金
刀
比
羅
橋
）

※
活
動
範
囲
ご
と
に
１
人
程
度
募
集

【
応
募
資
格
】

満
20
歳
以
上
で
、
活
動
範
囲
の
近
隣
に

居
住
す
る
人

【
任　

期
】

令
和
２
年
４
月
１
日
よ
り
１
年
間

【
手
当
て
】

月
額
２
８
０
０
円（
令
和
元
年
度
実
績
）

【
選
考
方
法
】

　

応
募
多
数
の
場
合
、
地
域
活
動
経
験

な
ど
を
参
考
に
、
年
齢
・
居
住
地
域
な

ど
総
合
的
に
勘
案
し
て
選
考
し
ま
す
。

【
応
募
期
限
】

２
月
28
日
㈮　

午
後
５
時
必
着

【
応
募
方
法
】

　

次
の
事
項
を
記
入
の
う
え
、
官
製
は

が
き
・
フ
ァ
ク
ス
・
メ
ー
ル
ま
た
は
持

参
の
い
ず
れ
か
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

▽ 

住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
性
別
、
電
話

番
号
、
職
業

▽
応
募
理
由

▽
活
動
範
囲
の
希
望
（
第
１
・
２
希
望
）

▽
河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
の
経
験
の
有
無

▽
所
属
団
体
な
ど

▽
地
域
活
動
へ
の
参
加
経
験
な
ど

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】

〒
７
９
５
・
８
５
１
２

大
洲
市
中
村
２
１
０

大
洲
河
川
国
道
事
務
所　

河
川
管
理
課

☎
㉔
６
５
１
７　

℻
㉔
５
３
３
１

E-m
ail:skr-oozuka52@

m
lit.go.jp

http://w
w
w
.skr.m

lit.go.jp/oozu/

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
　令和元年１１月22日㈮に、議員立法により「ハンセ
ン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法
律」が施行され、法に基づき、対象となるハンセン
病元患者のご家族に対し、国から補償金が支給され
ることとなりました。
　詳しくは次のとおりとなりますのでご確認くださ
い。

【補償金の対象となる人】
　平成 8 年 3 月3１日までの間に、ハンセン病の発病
歴・国内などに居住歴のある人と次の①から⑦の関
係にあったことがある人であって、現在、生存され
ている人が対象です。
①配偶者　②親、子
③ １ 親等の姻族などであって、ハンセン病歴のある

人と同居していた人
④兄弟姉妹
⑤ 祖父母、孫であって、ハンセン病歴のある人と同

居していた人
⑥ 2 親等の姻族などであって、ハンセン病歴のある

人と同居していた人

⑦ 曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めいであって、
ハンセン病歴のある人と同居していた人

【補償金の額】
▽①から③の補償金額　１80万円
▽④から⑦の補償金額　１30万円
【補償金の請求手続き】
　請求書を厚生労働省の補償金担当窓口へ郵送して
ください。
　請求書の様式は、厚生労働省のホームページに掲
載しているほか、補償金担当窓口に郵送を希望する
こともできます。
【請求期限】令和 6 年１１月2１日

【問い合わせ先】
厚生労働省　補償金担当窓口
〒１00-89１6　東京都千代田区霞が関１-2-2
厚生労働省健康局補償金担当
☎03（3595）2262
E-Mail:hoshoukin@mhlw.go.jp
※受付時間　午前１0時～午後 4 時
　（土日・祝日・年末年始を除く）

令
和
２
年
度 

肱
川
河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
募
集
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